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「平成十九年六月十一日から七月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての

激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について 

 

激甚災害制度は、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を超える場合に、「激甚災害

に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「法」という。）」に基づき、当

該災害を「激甚災害」として政令で指定し、併せて当該災害に対し「適用すべき措置」を

指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方公共団体に対する特別の

財政援助等を実施するものです。 
今回は、以下のとおり指定を行うこととしました。 

  

Ⅰ 背景 

平成１９年６月１１日から７月１７日にかけて、日本付近に停滞した梅雨前線と台風第

４号の影響により、各地で大雨となり、熊本県や宮崎県、鹿児島県などを中心に大きな被

害が生じました。 

 

<６月１１日から６月２０日> 

梅雨前線が南西諸島から西日本の南海上付近に停滞し、さらに、梅雨前線上に発生し

た低気圧が本州の南海上を東進したため、沖縄、九州、四国、近畿、東海地方で大雨と

なりました。 

<６月２１日から６月３０日> 

日本海にある梅雨前線が徐々に南下し、九州から本州南岸に停滞しました。その後、

梅雨前線上に発生した低気圧が日本海を東進しました。このため、九州地方を中心に、

西日本から東北地方で大雨となりました。 

<７月１日から７月１２日> 

梅雨前線が九州から本州南岸に停滞し、梅雨前線上の低気圧が日本海を北東に進みま

した。このため、九州地方を中心に、西日本から東北地方で大雨となりました。 

<７月１３日から７月１７日> 

台風第４号の接近に伴い、九州から本州付近に停滞する梅雨前線に向かって台風周辺

の暖かく湿った空気が流入し、梅雨前線の活動が活発となりました。さらに台風による

降雨が加わり、南西諸島と西日本から東北南部の太平洋側の各地で大雨となりました。

また、南西諸島の一部と西日本から東日本の太平洋側で暴風となりました。 

 

＜参考：被害の状況＞  

 

農地、農業用施設及び林道関係（7/30現在）             （単位：億円） 

 

 

 農地 農業用施設 林道 合計 

査定見込額 31.1 50.9 47.3 129.3 

８月１０日（金） 公布 



Ⅱ 適用すべき措置の概要 

 

（１） 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条） 

    農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復旧事

業費国庫補助の暫定措置に関する法律（以下「暫定法」という。）等に基づく通常

の国庫補助のかさ上げを行う。（84％→94％（農地、過去５年間の実績）） 

 

（２） 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条） 

    農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災

害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政

需要額に算入する。 
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